
　　

（名称） 　　

（目的）　 　　　 　
第２条　マンション管理の適正化の推進に関する法律（以下マンション管理適正化法という）
　　　　　における、マンション管理士制度の定着を確保し、マンション管理士業の発展及び会
　　　　　員の活動基盤の確保を図かるとともに、国民生活の向上と国民経済の健全な発展に
　　　　　寄与することを目的とする。
（事業）

（事務所）

（会員）

（入会）

（入会金）

（会費）

（退会）

　（8）　その他第２条の目的のために必要な事業及び前記各号に付帯する事業。

　　　　会で承認されたもの。

（会費の納入）

　　　　の返還を請求することができない。

第１章　総則

　　　　　　茨城県マンション管理士会会則

第１条　本会は茨城県マンション管理士会(以下「本会」という。）と称する。

　（7）　会員相互の親睦

第３条　本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
　（1)   マンション管理に関する相談会等の開催。

　（5）　会員（以下、会員は正会員及び準会員をいう）の品格の保持及び資質の向上の

　　２　会員は、前項に定める会員登録簿に変更が生じたときは、その旨を会長まで届けなけ

第１０条　本会の会費は別の規則で定める。

第９条　会員は、別に定める事項を会員登録簿に記載しなければならない。

　　　　ができない。

（会員登録簿）　

第７条　本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を会長に提出し理事会の承
　　　　認を得なければならない。

第８条　本会の会員になろうとするものは、別に入会金を納入しなければならない。

第１３条　会長は、会員が会費を１年以上滞納したときは、理事会の決議を経て会員の資格
（資格の停止）

　　　　ればならない。

第１１条　会員は毎年度分の会費を前納しなければならない。会員は納入した入会金、会費

第１２条　会員は、退会しようとするときは、会長宛に文書で届けなければならない。

（会員資格の喪失）
　　　　を停止することができる。

第１４条　会員は次の各号に該当したときには本会の会員資格を失う。

第６条  本会員以外のマンション管理士は業務を行うに際して当会の名称を使用すること　

　（１）　死亡

（非会員に対する規制）

第５条　正会員は、マンション管理士の登録者で、茨城県に住所または勤務先が有り、理事

第４条　本会の事務所は茨城県内に置く。

　（3）　マンション管理の適正化の推進に関して、国、地方公共団体、NPO等への協力、提言。　

第２章　会員、会費

　（2）　マンション管理士の業務の広報活動。

　（４）　マンション管理に関する調査、研究、及び図書の刊行。

　　　　  準会員は、上記以外のマンション管理士の登録者で、理事会で承認されたもの。

　（6）　会員に対する講習会、研修会の開催。
　　　　　為の啓発。



（役員）　

　　　　ことができる。

（事務局）

（役員の職務）　

　（１）　事業報告と決算の承認
　（２）　事業計画と予算の承認

　（４）　マンション管理適正化法律第３０条第１項に該当するに至った時

　（６）　会費の２年以上の滞納
　（５）　マンション管理適正化法律第３３条第１項に該当し登録を取消された者

（総会の開催）

第４章　総会

第２０条　本会の役員としてふさわしくない行為があったときは総会の決議により役員を解任

（会員に対する指導等）

第２４条　本会は毎年１回通常総会を開催する。総会は会長が招集する。　

　　２　会長、副会長は理事会が理事の互選により選出する。

　　２　副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは理事会で予め指名した順序によって

第２５条　総会の議決事項は次のとおりとする。
（総会の決議事項）

第２２条　本会に相談役及び顧問を置くことができる。

第３章　役員

　２　指導、除名を受けるものは理事会において弁明の機会が与えられなければならない。

　（３）　除名
　（２）　退会

　（３）　本会の目的に賛同せず業務遂行に著しく非協力的な場合

　（１）　本会における倫理規定に反した場合
第１５条　会員が下記の事項に該当したときは理事会において指導、除名することができる　

　（２）　業務上の守秘義務に違反した場合

　（２）　補欠、補充により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

（役員の任期）

第１６条　本会は次の役員をおく。

　（３）　理事　　2０名以内（会長、副会長を含む）
　（４）　監事　　１名

　　３　理事及び監事は相互に兼任することができない。

　　４　監事は民法第５９条(監事の職務権限）の職務を行い、理事会において意見を述べる

　　　　その職務を代行する。

　（１）　会長　　　１名
　（２）　副会長　２名以内

　　　　　に差し支えないと判断したときは、役員の補充をしないことができる。

（役員の補欠選任）
第２１条　役員に欠員が生じたときは、第１７条の規定により選任する。但し、理事会が会務

　　　　　することができる。

（役員の解任）

　（３）　理事・監事の選任

（相談役及び顧問）

　（４）　役員の解任

第２３条　本会に会務を処理するために事務局を設ける。

第１９条　役員の任期は就任後２回目の通常総会終了の時までとし、再任を妨げない。

（役員の選任）
第１７条　理事及び監事は総会で正会員の中から選出する。

第１８条　会長は本会を代表し、会務を総理する。

　　　　職務を行う。
　（３）　役員は辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、引き続きその

　　３　理事は理事会を組織し、会務の執行を行う。



　（６）　解散

（定足数）

（決議）

（議事録）

　　２　理事会に関し必要な事項は別に規則で定める。
（委員会）

第５章　役員会

　　２　理事が５分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、会長は

第３５条　理事会はこの会則に定めるもののほか、次の事項を決議する。

　（３）　総会の議決により委任された事項

　　３　監事は必要なときに理事会を招集することができる。
　　　　速やかに理事会を招集しなければならない。

第３３条　理事会は会長が随時招集する。

　　　　長の決するところによる。

第３０条　総会の議事はこの会則に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって可決し　
　　　　可否同数のときは議長の決するところによる。

第３１条　総会の議事については議長が議事録を作成しなければならない。

　　　　２名が署名しなければならない。

　（５）　その他会務の運営上必要な事項

　　　　必要な委員会を設けることができる。
　　２　委員会に関し必要な事項は別に規則で定める。

第６章　会計

第３７条　本会の経費は、入会金、会費、寄付金、補助金をもって支弁する。

　　４　監事は理事会に出席して意見をのべることができる。
（理事会の議決事項）

（臨時総会）

（総会の構成）

　　２　理事会は理事の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

　（５）　この会則の変更

（理事会の招集）

（理事会の議事）

（総会の議長）
第２９条　総会の議長は、会長又は会長の指名した者がこれに当たる。

第２７条　会長は必要時に臨時総会を招集することができる。

第２６条　総会は正会員をもって構成する。

　（７）　その他この会の運営上重要な事項

　　　　できない。

第３２条　前各項に定めるもののほか、総会の運営に関し必要な事項は別に定める。

　　　　ければならない。
　　３　民法第５９条第４項により監事が総会を招集することができる。

　　２　正会員数の５分の１以上の請求があるときは、会長は速やかに臨時総会を招集しな

第２８条　総会は正会員の２分の１以上（委任状を含む）の出席者がなければ開会することが

（総会運営規定）

　　２　議事録には、議長及び総会出席者の中から会議において選出された議事録署名人

第３８条　本会の事業年度は毎年　8月　1日から翌年　7月31日までとする。

第３６条　本会は会務の運営及びこの会則第２条及び第３条に掲げる事業の遂行の為に

（事業年度）

第３４条　会長は理事会の議長となる。但し、会長の指名した者を議長にすることができる。

　　３　理事会の議事は議長以外の出席理事の過半数をもって決議し、可否同数の時は議

　（１）　事業の執行に関する事項
　（２）　財産の管理に関する事項

（経費の支弁）

　（４）　総会に付議すべき事項



（予算）

（決算）

（賛助会員）
第４１条　本会には、本会会員がその業務を行う上で、マンション管理に係る技術等に関する
　　　　　　知識の向上を主目的として、マンションに関する事業を行う事業者を賛助会員として
　　　　　　当会の活動に参加させることができる。
第４２条　賛助会員は、会員と区分して別に設ける内容により、その活動及び負担金等を
　　　　　　定めることとする。

（解散）

（規則）

附則

（最初の役員）
第4条　設立当初の役員は設立総会で決定する。

第７章　賛助会員

第８章　雑則

　　　　　　経て会長が定める。
（会則の変更）

第４３条　本会を解散しようとするときは、総会において出席正会員の３分の２以上の議決を

　　　　　　決を得なければならない。　

　　　　　　得なければならない。

第４４条　この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な規定は、理事会の議決を

第４５条　この会則を変更しようとするときは、総会において出席正会員の３分の２以上の議

第１条　この会則は平成15年　8月23日から効力を生ずる。

第２条　初年度の役員の任期は、平成16年の通常総会までとする。

第３条　初年度の事業年度は平成１６年　７月３１日までとする。

（会則の発効）

（役員の任期）

（事業年度）

　　　　　　承認を得なければならない。

第３９条　本会の予算は理事会が編成し、総会の議決を経て成立する。

第４０条　本会の決算は、事業年度終了後、３箇月以内に監事の監査を経て総会において


